
広 報 か い づ か 募集・環境・相談　(8)令和7年3月

行
政
書
士
の
相
続

遺
言
無
料
相
談
会

日
時　

３
月
25
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時

場
所　

市
役
所
１
階
市
民
相
談

コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府
行

政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０
７

２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

３
月
28
日
・
４
月
４
日
、

金
曜
午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
１
階
市
民
相
談

コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税
理

士
会
岸
和
田
支
部
☎
０
７
２
・

４
３
６
・
０
５
６
７

市
有
地
貸
付
を
し
ま
す

　

市
有
地
貸
付
の
た
め
一
般
競

争
入
札
を
行
い
ま
す
。

土
地　

宅
地(

海
塚
一
丁
目
35

番
６)

入
札
申
込
期
間　

３
月
７
日

(

金)

～
21
日(

金)

現
場
説
明
会  

３
月
28
日(

金)

※
変
更
の
可
能
性
あ
り

入
札
日
時　

４
月
15
日(

火)

午

後
２
時

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

行
財
政
管
理
課
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ

ン

ト

室

☎

０

７

２
・
４
３
３
・
７
２
１
３

清
涼
飲
料
水
の
自
動
販
売

機
設
置
事
業
者

　

令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和

８
年
３
月
31
日(

最
長
５
年
間)

の
使
用
許
可
期
間
で
清
涼
飲
料

水
の
自
動
販
売
機
設
置
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。

設
置
場
所　

ふ
れ
あ
い
運
動
広

場
・
総
合
体
育
館
・
二
色
駐
車

場
・
第
２
別
館
・
図
書
館(

新

設)対
象　

市
内
で
清
涼
飲
料
水
な

ど
の
販
売
を
し
て
い
る
方

受
付
期
間　

３
月
13
日(

木)

ま

で
の
午
前
８
時
45
分
～
午
後
５

時
15
分(

土
・
日
を
除
く)

申
込
・
問
合
せ
先　

行
財
政
管

理
課
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
室

☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
１
３

自
衛
官
幹
部
候
補
生

　

大
卒(

大
学
院
卒)

試
験
合
格

者
は
幹
部
候
補
生
学
校
卒
業
後
、

３
等(

２
等)

陸
・
海
・
空
尉
と

し
て
任
官
さ
れ
ま
す
。

対
象　

い
ず
れ
も
日
本
国
籍
者

で
、
①
大
卒
程
度
試
験　

22
歳

以
上
26
歳
未
満
の
方[

20
歳
以

上
22
歳
未
満
の
方
は
大
卒(

見

込
含)
、
修
士
課
程
修
了
者
な

ど(

見
込
含)
は
26
歳
以
上
28
歳

未
満
］

②
院
卒
者
試
験　

修
士
課
程
修

了
者
な
ど(

見
込
含)
で
20
歳
以

上
28
歳
未
満
の
方

※
併
願
可
能
。

締
切　

４
月
11
日(

金)

申
込
・
問
合
せ
先　

自
衛
隊
大

阪
地
方
協
力
本
部
岸
和
田
地
域

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
２
６
・

０
９
０
２

海
上
保
安
庁
職
員

◆
海
上
保
安
学
校
学
生

　
一
般
海
上

保
安
官
と
し

て
海
上
保
安

業
務
に
従
事

し
ま
す
。

締
切　

３
月

13
日(

木)

１
次
試
験　

５
月
11
日(

日)

◆
海
上
保
安
官（
海
上
保
安
大

学
校
初
任
科
）

　
幹
部
海
上
保
安
官
と
し
て
海

上
保
安
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

締
切　

３
月
24
日(

月)

※
申
込
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

１
次
試
験　

５
月
25
日(

日)

問
合
せ
先　

岸
和
田
海
上
保
安

署
☎
０
７
２
・

４
２
２
・
３
５

９
２

家
庭
で
の
食
品
ロ
ス
を

減
ら
す
た
め
に

　　

食
品
ロ
ス
量
の
半
分
は
家
庭

か
ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
要
因
は
、
料
理
を
残
す

「
食
べ
残
し
」
、
食
べ
ら
れ
る

と
こ
ろ
ま
で
捨
て
て
し
ま
う

「
過
剰
除
去
」
、
未
開
封
の
ま

ま
捨
て
て
し
ま
う
「
直
接
廃

棄
」
で
す
。

　

み
ん
な
で
、
食
材
を
無
駄
な

く
使
っ
て
、
お
い
し
く
食
べ
き

り
ま
し
ょ
う
！

　

生
ご
み
の
排
出
量
も
減
り
、

家
庭
の
支
出
も
減
っ
て
、
環
境

に
も
や
さ
し
い
で
す
。

問
合
せ
先　

廃
棄
物
対
策
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
０

９注
射
針
な
ど
の
正
し
い

廃
棄
方
法

　

在
宅
医
療
で
使
用
済
と
な
っ

た
注
射
針
や
ペ
ン
型
注
射
器
は
、

処
方
さ
れ
た
医
療
機
関
や
お
求

め
に
な
っ
た
薬
局
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　

特
に
、
ペ
ン
型
注
射
器
が

ペ
ッ
ト
・
プ
ラ
ご
み
に
混
入
し

て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。 　

針
を
は
ず
し
た
注
射
器
、
針

を
は
ず
し
た
パ
ッ
ク
や
チ
ュ
ー

ブ
類
は
可
燃(

燃
え
る)

ご
み
袋

に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

廃
棄
物
対
策
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
０

９

公用車広告掲載　広告主募集
　府内の事業者を対象に、市の公用
車に掲載する有料広告の広告主を募
集します。
　掲載料は月額3,000円です。

日曜特設一般相談は第１・３日曜に予約制で実施【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

募 

集
ホームページ

問合せ先　総務課

☎072－433ー7073、

ID：4947
ホームページ

ホームページ申込

環 

境

相 

談

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午、午後１時～
４時30分☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談
コーナー

市民相談
コーナー

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター
☎422-7523

魅力づくり推進課
☎433-7232

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

教育相談(要予約)

総合生活相談

人権相談

子どもに関する相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課☎433-7021

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・薬事・栄養

・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

午前９時～午後５時

木曜10時・11時・14時・15時

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、第１・３金曜午後２時
～４時：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜午後１時～４時：市人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課
☎433-7160

子ども相談課☎433-7022

人権政策課

第１～４木曜、午後１時～４時
30分(２週間前から要予約)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です●各種相談一覧●

騙されないで　こんなトラブルに注意！騙されないで　こんなトラブルに注意！

●サポート詐欺
　サイト閲覧中、突然大音量で警告音が鳴りウイルス感染
の警告画面が出た。画面に表示された番号に電話すると、
サポート費用を支払うよう言われた。
●フィッシング詐欺
　ネット銀行から「不正アクセス」「個人情報の確認」な
どというメールが来たため、メール本文に記載されたＵＲ
Ｌを押してＩＤ・パスワードを入力しようとした。
●偽情報
　災害発生に関連して二次元コードを添付して寄付金を求
める投稿や、義援金や支援物資を募るメールやＳＭＳを本
物と信じ込み送金しそうになった。

　
　闇バイトには、反社会勢力などの犯罪者グループが関係
しており、警察に捕まるまで利用されます。
※罰則　(例)強盗致傷：無期または６年以上の懲役

　少しでも不安を感じたら、将来を大切に勇気を持ってす
ぐ相談を！

闇バイトは犯罪です！闇バイトは犯罪です！

問合せ先　貝塚警察署☎072－431ー1231

３月31日までは市設自転車置場


